
広告入り窓口用封筒無償提供者募集要項 

 

１ 募集期間 

  令和８年６月１日（月）から令和８年６月１２日（金）まで  

 

２ 無償提供していただくもの 

⑴ 広告入り窓口用封筒 

   来庁者が住民票や戸籍全部事項証明など各種証明書などを持ち帰る際に利用する窓口用封

筒 

※必要に応じて来庁者が自由に利用するもので、市が利用を促進するものではありません。 

ア 規格及び製作予定枚数 

    角型６号  紙厚７０ｇ／㎡以上  ３０，０００枚（予定） 

    角型Ａ４号 紙厚７０ｇ／㎡以上  ２８，０００枚（予定） 

イ 広告掲載封筒面積 

    封筒の表面・裏面下から３分の１程度 

    封筒の表面・裏面の残り部分は市の掲載部分とし、記載内容は指定します。 

  ウ 広告主について 

    市内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業者等の広告を優先的に掲載す 

るよう努めてください。 

※ア及びイについては、後日、確認書締結時に両者協議の上、最終決定します。 

 

⑵ 封筒設置台 

   広告入り窓口用封筒を設置するための台 １６台（予定） 

 

３ 封筒及び封筒設置台の設置場所 

  瀬戸市役所（市民課・税務課）、支所３か所、斎苑 

４ 無償提供の期間 

  令和９年１月１日から令和９年１２月３１日までの１年間 

 

５ 提出書類 

⑴ 瀬戸市広告入り窓口用封筒の無償提供に関する取扱い要綱（平成２４年７月２日施行）に

定める瀬戸市広告入り窓口用封筒申込書（第１号様式） 

⑵ 住所を有する市町村の市町村民税（法人又は個人）納税証明書 

※滞納がないことの分かる証明書であること。 

※発行日から３か月以内のものであること。 

⑶ 会社概要（パンフレットなど）、封筒見本 

 

 

 



６ 提出方法及び場所 

行政課に持参又は郵送してください。（郵送の場合は６月１２日（金）の消印まで有効) 

なお、持参の場合の受付時間は、土日及び祝祭日を除く日の午前８時３０分から午後５時ま

でとします。  

※ＦＡＸやＥ－mail による提出は受理しません。 

 

７ 申込資格 

  以下の条件を満たすものとします。 

⑴ 申込の日において、瀬戸市契約規則（昭和４０年瀬戸市規則第１８号）第５条第３項の規

定により作成した入札参加資格者名簿に登録がある者で、あいち電子調達共同システムの営

業種目のうち、一般印刷、封筒及び広告に登録がある者であること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない

者であること。 

⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者にあっては、同法に基づく更生

手続開始の決定を受けている者であること。 

⑷ 民事再生法に基づき民事再生開始の申立がなされている者にあっては、同法に基づく再生

手続開始の決定を受けている者であること。 

⑸ 申込の日から第１０条の確認書を締結するまで間において、瀬戸市が行う事務及び事業か

らの暴力団排除に関する合意書（平成２３年９月２９日付け瀬戸市長・愛知県瀬戸警察署長

締結）及び瀬戸市が行う契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領（平成１９年１２月

１日施行）に基づく排除措置を受けていない者であること。 

⑹ 申込日から確認書を締結するまでの間において、瀬戸市指名停止取扱要領（平成１３年８

月１日施行）に基づき、指名停止措置を受けていない者であること。 

⑺ 住所を有する市町村の市町村民税を滞納していない者であること。 

 

８ 注意事項 

⑴ 瀬戸市広告入り窓口用封筒の無償提供に関する取扱要綱及び本要項の内容に適合しないも

の、また虚偽の内容が記載されているものは失格となります。 

⑵ 審査の経緯は公表しません。また、審査結果に対しての異議申し立ては受け付けません。 

⑶ 提出に要する費用は、申込者負担とさせていただきます。 

⑷ 提出された書類は、原則として返却しません。 

⑸ 市の記載内容及び記載部分は、市が指定したものを掲載してください。 

  

９ 問い合わせ先 

 瀬戸市役所 総務部 行政課 契約検査係   

電話（０５６１）８８－２５６０ 

 


